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  様式９（添付１－３） 

 

 

令和６年度 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 
（Ⅰ 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業） 

事業内容報告書の概要 
地方公共団体名【田原市】 

 

令和６年度に実施した取組の内容及び成果と課題 

１．事業の実施体制（運営協議会・連絡協議会の構成員等） 

 教育委員会、市校長会、市教頭会、市教務校務主任者会、市内小中学校、国際交流協会等 

２．具体の取組内容  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

（１） 地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営 

教育委員会、当該校管理職及び担当者等が、校長会議（年９回）、教頭会議（年２回）、教務校務主任者会議（年

３回）等の時間を活用し、必要に応じて市内帰国・外国人児童生徒の状況を紹介し、情報共有した。 

（２） 学校における指導体制の構築 

義務標準法（平成２９年３月）により基礎定数化されたが、本市の当該帰国・外国人児童生徒数は１８人に満たな

いため、特別な加配による教員配置はされていない。現時点では、当該校の校長が示す指導・支援方針に基

づき、主に学級担任及び学年職員、教務主任、校務主任等が当該帰国・外国人児童生徒を抽出し、別教室で

情報端末等を活用して日本語指導や教科の指導をしている。希望とする学校（６校）には、市独自のスクール

サポーター（非常勤講師）を配置し、当該児童生徒の学習支援や授業補助を行った。 

（３） 「特別の教育課程」による日本語指導の実施 

当該校ごとに計画に基づき、当該帰国・外国人児童生徒を抽出し、日本語指導及び教科の学習指導を実施し

た。 

（４） 成果の普及 

校長会議（年９回）、教頭会議（年２回）、教務校務主任者会議（年３回）等で指導・支援の実践概要について公表

した。また、当該校においては、現職研修等の時間を活用し、ＰＣＤＡサイクルに基づきながら当該帰国・外国

人指導生徒への指導・支援に係る計画の見直し・改善・評価を実施した。また、教育課程、時間割、担当授業

時数等を工夫している。 

（７） ＩＣＴを活用した教育・支援 

学級担任及び学年職員、教務主任、校務主任等が、情報端末上の翻訳者（オペレーター）と当該帰国・外国人

児童生徒等とのコミュニケーションを仲介し、情報端末（多言語翻訳アプリ）を活用しながら日本語指導及び各

教科の学習指導を行った。個別指導に限らず、学級での一斉授業においても適宜翻訳者（オペレーター）を

介して、該当児童とのコミュニケーション活動に使用した。主に帰国・外国人児童生徒が当該校に転入後２～３

カ月の間に実施している場合が多く見られた。 

３．成果と課題  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

（１） 地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営 

教育委員会と当該校が連携・協力することができたとともに、各校の実践を情報共有し、市内小中学校の指導・

支援の向上に繋がった。しかし、市内帰国・外国人児童生徒の指導について情報共有したが、実際に在籍し

ている学校とそうでない学校では取組に対する意識の差が見られる。 

（２） 学校における指導体制の構築 

情報端末等を活用して日本語指導を受けたことで、学校生活に適応したり、友達とコミュニケーションを図った

りすることが少しずつできるようになった。教科の学習については、国語や算数のごく簡単な学習内容を理解

できるようになってきた。しかし、教室での一斉授業中に情報端末等を活用して、帰国・外国人児童生徒の日

本語指導や教科の学習指導を進めることは極めて難しい。そのため、学級担任及び学年職員、教務主任、校

務主任等が当該帰国・外国人児童生徒を抽出し、別教室にて抽出して指導している。特別な加配による教員

配置をされていないため、研修・出張等で担当職員が手薄になると、当該帰国・外国人児童生徒への指導も

できない場合がある。 
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（３）  「特別の教育課程」による日本語指導の実施 

ＰＤＣＡサイクルに基づいて計画の実施・見直し・改善・評価をしたことで、一年間を通しての計画的・系統的な

指導・支援の流れを把握することができるようになり始めた。しかし、特別な加配による教員配置をされていな

いため、継続的・定期的な指導には至っていない。また、指導に当たるのは担当職員が主なため、当該校職

員間においても意識の差が目立つ。さらに、年度途中で該当児童生徒が転入してくる場合、突然の対応に苦

慮した学校もあったため、市内全体で指導・支援方法の共有を図っていく必要がある。 

（４） 成果の普及 

市内の帰国・外国人児童生徒の状況及びその指導・支援の実情について、市内小中学校（校長会・教頭会・教

務校務主任者会）で共通理解は図れるようになっていきた。また、当該校は、校内の現職研修等を利用し、当

該帰国・外国人児童生徒に対する計画的・系統的な指導・支援の流れを把握することができるようになってき

た。さらに、日本語教育適応学級担当教員等研修へ市内６名の教員（学級担任や教務主任等）が参加し、日本

語教育について学ぶ機会を得たことで、当該児童生徒に対する指導・支援の向上が図れた。しかし、本市に

おいては、当該帰国・外国人児童生徒は各校に一人いるかいないか程度である。専門的な用語を用いて実

施される各教科の学習内容を理解することは難しいが、友達とのコミュニケーションは日増しに上達している。

また、時間が経つにつれ、抽出されての日本語指導をあまり必要としない場合が多い。ゆえに、計画の中心

が情報端末等や語学相談員を活用しての教科の学習となり、その指導が難しいため、思うように進んでいな

いのが現状である。今年度については、市内小中学校の現職研修等で当該校職員を講師として招聘し、帰国

・外国人児童生徒の指導・支援の実際について学ぶ機会を１校しか設けることができなかった。教育委員会か

らも折を見て市内小中学校へ紹介したが、まだまだ各校での意識の差が見られ、切実な課題として捉えること

ができていないと感じる。 

（７） ＩＣＴを活用した教育・支援 

母語以外話すことができない帰国・外国人児童生徒とのコミュニケーションを図る上でとても有効であった。当

該帰国・外国人児童生徒の様子からは、普段母語を話す機会が少ないストレスから少し緩和された姿も伺え 

た。しかし、各教科の学習指導をすることは難しい。 
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４．その他（今後の取組予定等） 

各校が切実な課題として捉えることができるように、教育委員会と市内小中学校がより連携・協力した支援体制を

構築していきたい。本市の帰国・外国人児童生徒の見込み数は、令和７年度10名、令和８年度１0名、令和９年

度９名と横ばい傾向にある。今後３年間は特別な加配による教員配置は見込まれないため、当該校ごとに教育課

程、時間割、担当授業時数等を工夫しながら、当該帰国・外国人児童生徒への対応を進めていく。また、当該校の

実情にもよるが、可能な限り全職員で対応できるように進めていきたい。 

各教科の学習内容を理解することを目的とするのであれば、情報端末等の活用だけでなく、特別な加配による

教員配置や帰国・外国人児童生徒等が在籍する学級を設置するなど、様々な対応を模索する必要がある。法令を

改正することは容易ではないが、帰国・外国人児童生徒等の指導・支援を更によりよいものにするためには、基礎

定数化を緩和し、特別な加配による教員配置を積極的に推進することが必要不可欠だと感じている。 

※ 枠は適宜広げること。（複数ページになっても差し支えない） 成果物等があれば別途提出すること。 

※ 事業内容報告書の概要は、担当者・連絡先欄を除き、様式９（添付１）の５．成果イメージ資料のポンチ絵と

併せて、文部科学省ホームページで公開する。 


